
 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

「令和５年の職場における熱中症による死傷災害の 

発生状況（確定値）」を公表します 

～ 令和６年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を実施中 ～ 

 

このたび、熊本労働局（局長  金成 真一）では、熊本県内の「令和５年の職場における

熱中症による死傷災害の発生状況（確定値）」を取りまとめましたので、公表します。 

 

○「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」の概要 ＜詳細は別添１参照 ＞ 
 
・ 熊本県内の令和５年における職場での熱中症による死傷者（死亡・休業４日以上）

は 14 人でした。令和４年の９人から５人の増加（55.6％増）となりました。熱中症

による死亡者数は０人でした。 

・ 「業種別」にみると、製造業で６人と最も多く、次いで建設業、運送業、保健衛生業

でそれぞれ２人、商業、金融・広告業でそれぞれ１人となっています。製造業が全体

の４割強を占めています。 

・ 「月別」にみると、７月と８月がそれぞれ６人と多く発生しています。 

・ 「時間帯別」にみると、15 時台で４人、次いで 11 時台で３人となっています。 

・ 「年齢別」にみると、40 歳代が７人と最も多く、半数を占めており、次いで 50 歳代

の４人となっています。 
（参考） 

・ 全国の令和５年における職場での熱中症による死傷者（死亡・休業４日以上）は 1,106 人で、うち

死亡者数は 31 人となっています。 

 

○令和６年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」  
 
・ 厚生労働省では、熱中症予防対策の徹底を図るため、本年５月から９月まで

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施中です（※１）。なかでも  

熱中症の発生が多くなる７月を重点取組期間としています。＜別添２参照＞ 

    ※１ 熊本県および県内の市町村に対しても周知依頼を行っています。＜別添３参照＞ 
 

・ このため、熊本労働局および県内の各労働基準監督署では、全国安全週間の

準備期間（６月）や全国安全週間（７月１日～７日）において、県内の事業場

や関係団体に対して、熱中症防止対策を一層呼びかけていきます（※２）。 
※２  全国安全週間前の「熊本労働局長パトロール」（６月 25 日（火）実施予定です。別途    

プレスリリースします。）において、熱中症予防対策の実施状況についても確認を行うこ

ととしています。 

【照会先】 

熊本労働局労働基準部健康安全課 

課          長  吉川 祐基 

労働衛生専門官  西橋 秀明 

（電話）０９６－３５５－３１８６ 

Press Release 

熊本労働局発表 

（局長 金成 真一） 

令和６年６月 10日 



別添１ 

 

熊本県内の令和５年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値） 

 

１ 職場における熱中症による死傷者数の状況（2014～2023年） 

  令和５年（2023 年）の職場での熱中症による死亡者及び休業４日以上の業務

上疾病者の数（以下合わせて「死傷者数」という。）は14人であった。なお、死

亡者数は０人であった。 

 

職場における熱中症による死傷者数の推移（2014年～2023年）   （人） 
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※ （ ）内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数である。 
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２ 業種別発生状況 

  令和５年（2023年）の業種別の熱中症の死傷者数をみると、製造業、次いで建

設業、運送業、保健衛生業で多く発生している。 

 

熱中症による死傷者数の業種別の状況（2023年）   （人） 
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      ※  （ ）内の数値は死亡者数で内数である。 
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３ 月・時間帯別発生状況 

（１）月別発生状況 

   令和５年（2023年）の月別の熱中症の死傷者数をみると、７月と８月で全体

の約86％を占めている。 

 

熱中症による死傷者数の月別の状況（2023年）   （人） 
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※ ４月以前は１月から４月まで、10月以降は 10月から 12月までを指す。 

※ （ ）内の数値は死亡者数で内数である。 
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（２）時間帯別発生状況 

   令和５年（2023 年）の時間帯別の熱中症の死傷者数をみると、15 時台が最

も多く、次いで11時台が多くなっていた。 

 

熱中症による死傷者数の時間帯別の状況（2023年）   （人） 
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※ ９時台以前は０時台から９時台まで、18時台以降は 18時台から 23時台までを指す。 

※ （ ）内の数値は死亡者数で内数である。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

熱中症による時間帯別死傷者数（2023年）（人）



４ 年齢別発生状況 

    令和５年（2023 年）の年齢別の熱中症の死傷者数をみると、40 歳代が最も多

く、次いで50歳代が多かった。また、全体の半数が40歳代であった。 

 

熱中症による死傷者数の年齢別の状況（2023年）   （人） 
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（参考） 

 

全国の令和５年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況 

 

  令和５年（2023 年）の職場での熱中症による死傷者数は 1,106 人であった。

うち死亡者数は31人であった。 

 

職場における熱中症による死傷者数の推移（2014年～2023年）   （人） 
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※ （ ）内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数である。 

 

 



nishibashih
テキストボックス
別添２





熊労発基 0423 第１号 

令和６年４月 23 日 

 

   各  位 

 

 

熊 本 労 働 局 長 

 

 

ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーンに係る周知広報について（依頼） 

 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、県内において熱中症により休業４日以上の労働災害に被災した労働者数は、昨

年 14 人で、一昨年に比べ４人増加となりました。 

また、県内で昨年に熱中症として労災認定され治療を受けた労働者数は 136 人とな

り、一昨年から 31 人減となりましたが、依然として熱中症による労働災害が多発して

いる状況であります。 

県内では熱中症による死亡労働災害は平成 27 年以降発生していませんが、全国では

毎年約 20人の方が亡くなり、約 800 人の方が４日以上仕事を休んでいます。 

このような状況を受けまして、本年度も職場における熱中症予防対策を徹底するため、

労働災害防止団体などと連携し、５月から９月まで、別添のリーフレットのとおり「Ｓ

ＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。このキャンペーンは、４

月を準備期間とし、５月から９月までをキャンペーン期間としまして、特にキャンペー

ン期間である７月を重点取組期間と定めています。 

つきましては、本キャンペーンの周知のため、下記事項につきまして、特段のご配慮

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

貴自治体の機関誌、広報誌又はホームページ等に、別添のリーフレットを参照の上、

広報をお願いいたします。また、報道機関、報道番組等に広報枠をお持ちの場合は、こ

れらの広報についてもご協力をあわせてお願いいたします。 

なお、掲載等いただきました際には、お手数ですが、当該掲載物又は該当部分の写し

等を当局健康安全課までお送りいただきますよう重ねてお願いいたします。 

 

【問合せ先】 

 熊本労働局労働基準部健康安全課（TEL096－355－3186） 

〒860-8514 熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎Ａ棟 9 階 
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